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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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今
回
取
り
上
げ
る
の
は
、
最
近
話
題
に
な
る
こ
と
が

増
え
て
い
る
「
諸
手
当
」
に
つ
い
て
で
す
。
手
当
の
前

に
〝
諸
〞
が
つ
い
て
い
る
よ
う
に
、
手
当
に
は
多
く
の

種
類
が
あ
り
ま
す
。
会
社
勤
め
を
し
て
い
る
ほ
と
ん
ど

の
方
の
給
与
明
細
に
は
、
何
か
し
ら
の
手
当
項
目
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
そ
れ

ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
手
当
で
す
が
、
最
近
は

「
人
手
不
足
へ
の
対
応
」、「
テ
レ
ワ
ー
ク
の
拡
大
」、「
同

一
労
働
・
同
一
賃
金
へ
の
対
応
」
と
い
う
三
つ
の
観
点

か
ら
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

手
当
と
は
何
か

手
当
に
は
、「
住
宅
手
当
」
の
よ
う
に
支
給
目
的
に

関
す
る
用
語
を
つ
け
る
の
が
一
般
的
で
、
あ
る
意
味
わ

か
り
や
す
い
給
与
項
目
で
す
。
そ
の
た
め
、
手
当
の
項

目
を
見
る
と
〝
ど
の
よ
う
な
会
社
な
の
か
〞
が
み
え
て

く
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

手
当
と
は
簡
単
に
い
う
と
「
基
本
給
」
以
外
に
支
払

わ
れ
る
給
与
項
目
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
は
、
基
本
給

と
は
何
か
と
い
う
話
に
な
る
と
、
厚
生
労
働
省
が
毎
年

発
表
し
て
い
る
就
労
条
件
総
合
調
査
で
は
、「
毎
月
の

賃
金
の
中
で
最
も
根
本
的
な
部
分
を
占
め
、
年
齢
、
学

歴
、
勤
続
年
数
、
経
験
、
能
力
、
資
格
、
地
位
、
職
務
、

業
績
な
ど
労
働
者
本
人
の
属
性
又
は
労
働
者
の
従
事
す

る
職
務
に
と
も
な
う
要
素
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
支
給
さ

れ
る
賃
金
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
基
本
給
は
労
働

に
従
事
し
て
い
る
か
ぎ
り
必
ず
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す

が
、
手
当
は
条
件
次
第
で
支
給
さ
れ
る
も
の
と
い
え
ま

す
。
こ
の
条
件
に
つ
い
て
は
就
業
規
則
や
給
与
規
程
な

ど
で
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
い
く
ら
支
給
さ
れ
て
い
る

か
を
明
記
し
て
お
く
の
が
原
則
と
な
り
ま
す
。

手
当
は
支
給
目
的
が
重
要

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
給
与
は
基
本
給
だ
け
で
な
く
、
手

当
を
切
り
出
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
図
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ
に
記
載

さ
れ
て
い
る
項
目
が
お
お
よ
そ
の
手
当
の
種
類
と
な
り

ま
す
。
こ
こ
に
も
「
勤
務
手
当
」、「
生
活
手
当
」
と
い

う
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、
手
当
は
支
給
目
的
が
重
要
な

た
め
、
筆
者
の
解
釈
も
含
め
て
も
う
少
し
細
か
く
分
類

し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

①
職
務
の
重
さ
や
困
難
さ
に
対
す
る
報
奨
（
役
付
手

当
、
特
殊
作
業
・
勤
務
手
当
）、
②
技
能
・
技
術
習
得

者
の
確
保
（
技
能
手
当
、
技
術
（
資
格
）
手
当
）、
③

着
実
な
勤
務
・
出
勤
の
促
進
（
精
皆
勤
手
当
、
出
勤
手

当
）、
④
実
負
担
の
代
替
（
通
勤
手
当
）、
⑤
生
活
の
支

援
（
家
族
手
当
・
扶
養
手
当
・
育
児
支
援
手
当
・
住
宅

手
当
・
単
身
赴
任
手
当
・
別
居
手
当
・
食
事
手
当
）、

⑥
地
域
の
物
価
や
事
情
へ
の
配
慮
（
地
域
手
当
・
勤
務

地
手
当
・
寒
冷
地
手
当
）
の
六
つ
で
す
。

「諸手当」第8回
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こ
れ
ら
の
手
当
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
で
支
給
を
定

め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
あ

え
て
支
給
し
て
い
る
手
当
に
会
社
の
考
え
や
置
か
れ
て

い
る
状
況
が
表
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
②

が
手
厚
い
の
は
特
殊
な
技
能
が
必
要
な
会
社
、
⑤
は
社

員
の
中
長
期
的
な
勤
務
を
望
ん
で
い
る
会
社
、
⑥
は
事

業
所
の
あ
る
地
域
が
分
散
し
て
い
る
会
社
な
ど
で
す
。

こ
れ
ら
の
事
情
が
な
い
、
も
し
く
は
明
確
な
ポ
リ
シ
ー

の
も
と
、
通
勤
手
当
以
外
は
基
本
給
で
一
本
化
し
て
い

る
会
社
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、
実
務
的
な
背
景
と
し
て
、
基
本
給
の
高
さ
と

賞
与
額
や
退
職
金
が
直
接
連
動
し
て
い
る
会
社
が
そ
の

額
を
抑
え
る
た
め
に
、
給
与
総
額
は
変
え
ず
に
基
本
給

と
手
当
を
切
り
分
け
て
い
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
は
押

さ
え
て
お
い
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

手
当
に
関
す
る
動
向

手
当
の
支
給
割
合
や
支
給
額
な
ど
は
、
図
表
で
扱
っ

た
就
労
条
件
総
合
調
査
（
厚
生
労
働
省
）
の
ほ
か
に
、

職
種
別
民
間
給
与
実
態
調
査
（
人
事
院
）、
賃
金
事
情

等
総
合
調
査
（
中
央
労
働
委
員
会
）
な
ど
で
も
大
き
く

扱
っ
て
お
り
、
か
つ
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
た
め
単
年

度
の
傾
向
が
把
握
で
き
ま
す
。
手
当
全
体
の
増
減
傾
向

に
つ
い
て
は
、「
就
労
条
件
総
合
調
査
」
の
「
過
去
３

年
間
の
賃
金
制
度
の
改
定
内
容
別
企
業
割
合
」
に
お
い

て
「
手
当
を
縮
減
し
基
本
給
に
組
入
れ
」
が
平
成
26
年

調
査
計
で
４
・
５
％
、
平
成
29
年
調
査
計
で
11
・
１
％

と
な
っ
て
お
り
、
縮
小
傾
向
と
い
え
ま
す
。
一
方
で
、

世
間
の
動
向
に
は
一
方
的
に
縮
小
と
は
い
い
切
れ
な
い

動
き
も
出
て
き
て
い
ま
す
。

ま
ず
は「
人
手
不
足
へ
の
対
応
」に
つ
い
て
で
す
が
、

就
労
人
口
の
減
少
も
あ
り
、
特
に
若
手
の
採
用
が
困
難

な
な
か
で
、
給
与
額
の
底
上
げ
や
〝
従
業
員
を
大
切
に

す
る
会
社
〞
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
出
す
こ
と
を
目
的

に
、
家
族
手
当
（
特
に
子
ど
も
部
分
）
や
住
宅
手
当
の

新
設
・
拡
充
に
取
り
組
む
会
社
も
出
て
き
て
い
ま
す
。

次
に
「
テ
レ
ワ
ー
ク
の
拡
大
」
で
す
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
対
策
の
一
環
で
、
自
宅
な
ど

オ
フ
ィ
ス
以
外
の
場
所
で
勤
務
す
る
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を

導
入
し
て
い
る
企
業
が
２
０
２
０
（
令
和
２
）
年
に
一

気
に
増
え
ま
し
た
（
東
京
都
の
「
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
実

態
調
査
結
果
」
で
は
、
導
入
率
57
・
８
％
）。
手
当
に
関

係
す
る
の
が
、
通
勤
手
当
の
廃
止
（
ま
た
は
縮
小
）
と

在
宅
勤
務
手
当
の
導
入
で
す
。
勤
務
す
る
場
所
が
オ

フ
ィ
ス
か
ら
自
宅
に
変
わ
る
こ
と
で
、
必
要
な
実
負
担

が
自
宅
の
光
熱
費
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
に
シ
フ
ト

し
て
い
る
こ
と
へ
の
対
応
で
す
。

最
後
に
「
同
一
労
働・同
一
賃
金
へ
の
対
応
」
で
す
。

具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
や
弁
護
士
の
判
例
解
説
を
参
照
す
る
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
が
、
雇
用
区
分
に
と
ら
わ
れ
ず
、
手
当

の
支
給
目
的
と
対
象
者
を
あ
ら
た
め
て
検
証
す
る
動
き

が
活
発
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
本
稿
で
も
触

れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
定
年
後
の
継
続
再
雇
用

に
つ
い
て
も
同
様
で
、
再
雇
用
中
は
手
当
不
支
給
と
し

て
基
本
給
一
本
に
ま
と
め
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
か
っ

た
の
で
す
が
、
特
に
①
職
務
の
重
さ
や
困
難
さ
に
対
す

る
報
奨
や
、
②
技
能
・
技
術
習
得
者
の
確
保
に
関
す
る

手
当
に
つ
い
て
は
、
説
明
責
任
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
対

策
、
優
秀
な
ベ
テ
ラ
ン
確
保
の
観
点
か
ら
、
再
雇
用
者

で
あ
っ
て
も
支
給
す
る
動
き
が
強
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。

☆　
　
☆

次
回
は
柔
軟
な
働
き
方
の
促
進
を
目
的
と
し
た
「
限

定
社
員
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
予
定
で
す
。

出典：厚生労働省「平成27年就労条件総合調査の概況」より抜粋

図表　諸手当の種類別支給企業割合（令和元年11月分）
複数回答（単位：％）

令和2年
調査計

計 100.0
業績手当など（個人、部門・グループ、会社別） 13.9

勤
務
手
当

役付手当など 86.9
特殊作業手当など 12.2
特殊勤務手当など 24.2
技能手当、技術（資格）手当など 50.8

精皆勤手当、出勤手当など 25.5
通勤手当など（１か月分に換算） 92.3

生
活
手
当

家族手当、扶養手当、育児支援手当など 68.6
地域手当、勤務地手当など 12.2
住宅手当など 47.2
単身赴任手当、別居手当など 13.1
上記以外の生活手当（寒冷地手当、食事手当など） 15.3

調整手当など 31.5
上記のいずれにも該当しないもの 13.9


